
理

由

関
税
定
率
法
に
定
め
る
関
税
率
表
の
改
正
に
伴
い
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定

そ
の
他
の
協
定
に
よ
る
関
税
割
当
制
度
が
従
前
の
と
お
り
適
用
さ
れ
る
よ
う
、
改
正
後
の
関
税
率
表
に
基
づ
い
て
、
対
象
と
な

る
物
品
の
指
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


